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「廃棄物が地下にある土地の形質の変更」に係る事務手続きの流れ

工事着手
迄の所要
日　　数

施行方法の
変更

※必要に
応じ

対象外

土地の形質
の変更の届
出（軽微な
変更は、土
地の形質の
変更に着
手）の７日
前まで

土地の形質
の変更計画
書の提出の
７日前まで

は、法規制による。

改善後速やかに提出

工事完了
後速やか
に  提出

指定区域内における土地の形質の変更か
（法第15条の19第1項）

事前協議の実施
（事務処理要領第３条）

軽微な変更に該当するか
（法第15条の19第1項ただし書並びに規則第１２条の３７）

土地の形質の変更計画書の提出
（様式―1）（事務処理要領第4条）

※軽微な変更に該当するかを
書面で再確認

※事前調査（試掘など）の実施
（事務処理要領第５条）

土地の形質の変更の施行方法が
省令基準に適合しているか

（法第15条の19第4項）

土地の形質の変更に着手

土地の形質の変更が生活環境の保全上支障が生じ、
又は生ずるおそれがあると認められるか（法第19条の10）

完　了
届出後の改善の実施

（事務処理要領第9条第１項）

土地の形質の変更の改善報告書
（様式―３）（事務処理要領第9条第2項）

土地の形質の変更の届出
（法第15条の19第１項、要領第６条）

施行方法の計画の変更命令
（法第１５条の19第４項）

届出を受理した日から30日以内

土地の形質の変更に
着手する30日前まで

土地の形質の変更計画書の提出
（様式―1）（事務処理要領第4条）
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土地の形質の変更に着手

土地の形質の変更の完了報告書
（様式―2）（事務処理要領第8条）

凡　　例

完　了

支障の除去等の措置命令
（法第１9条の10）
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